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重点事業 4

学校における「子ども

の権利」に関する学

習機会の確保【再

掲】

子ども若者課

指導課

学校での子どもの

権利の学習機会

を確保します。

「子どもの権利に関する条例」につい

て、学校での活用事例集を作成し、

学校での活用を推進します。また、講

師派遣や民間団体等の学習プログ

ラムなどの子どもの権利を学ぶメニュー

を作成し、モデル校で順次実施し、

子どもの権利の普及啓発を推進しま

す。

実施校数
実施に向けて検

討中

毎年度小学校2

校、中学校1校で

継続実施

数値維持継続型

子ども若者課

①子どもの権利擁護委

員出張講座

７ 校【７ 校】

（ 100％）

②CAPプログラム

１ 校【1校】

（ 100％）

指導課

５ 校【３ 校】

（ 166％）

子ども若者課

子どもの権利に関する学習プログ

ラムとして、希望のあった学校のう

ち、７ 校で子どもの権利擁護委

員出張講座を実施した。また、

CAPプログラムを希望のあった1校

で実施した。CAPプログラムは初

めての実施となった。

指導課

子どもの権利擁護委員の出張講

座を小学校において実施した。

A

子ども若者課

R5年度は予算の都合により実施を希

望する学校全部で実施することができ

なかったため、子どもの権利擁護相談

員（ 区職員） の出張講座なども加え

て、希望する学校全てで子どもの権利

に関する学習プログラムを実施する。

指導課

引き続き、子どもの権利擁護委員の出

張講座を小学校において実施する。

子ども若者課

①子どもの権利出張講

座

14校【14校】

指導課

14校

【３ 校】

（ 467％）

子ども若者課

子どもたちが自身や他者の持つ

「子どもの権利」に関する理解を

深めることを目的に、希望のあった

学校のうち、11校で子どもの権利

擁護委員を講師とする出張講

座、3校で子どもの権利相談員を

講師として授業を実施しました。

CAPワークショップについては、令

和6年度の実施希望がありません

でした。

指導課

子どもの権利擁護委員による出

前授業を小・中学校において実

施しました。

A

子ども若者課

子どもの権利に関する理解がさらに深ま

ることを目的に、希望のあった全ての学

校において学習プログラムを実施しま

す。また、授業以外の形で子どもの権

利の普及啓発を行う形を検討していき

ます。

指導課

引き続き、子どもの権利擁護委員によ

る出前授業を実施します。

計画事業 119
人権課題に対する

教育の充実
指導課

道徳の時間や特

別活動における授

業、弁護士会等

と連携した法教

育、都委託事業

を活用した人権

尊重教育推進校

事業を実施しま

す。

東京都教育委員会が作成している

「人権教育プログラム」に基づき、人

権にかかわる様々な題材を取り上げ

た指導事例等を活用し、人権尊重

や「生命の大切さ」を学ぶ取組を推

進します。

都のプログラムを

活用した授業の

実施数

－

都のプログラムを

活用した年3回以

上の授業の実施

数値維持継続型
年3回

【年3回以上】

豊島区教育委員会人権教育推

進委員会を開催した。

教員研修を実施した。

A

・「生命の大切さ」を学ぶ取組を全校で

実施する。

・他地区人権尊重教育推進校の研究

発表内容を本区でも共有し、人権教

育を推進する。

年3回

【年3回以上】

豊島区教育委員会人権教育推

進委員会を開催しました。

教員研修を実施しました。

A

・「生命の大切さ」を学ぶ取組を全校で

実施します。

・令和６ ・７ 年度人権尊重教育推進

校である要小学校の取組を共有し、人

権教育を推進します。

計画事業 120 道徳教育の充実 指導課

学校において、児

童・生徒の道徳

性を一層充実さ

せる研究や取組を

推進します。

学校における全ての教育活動を通し

て、児童・生徒の道徳性を一層充実

します。特に、「特別の教科 道徳」に

おいては、「考える道徳」「議論する道

徳」を実現するため、指導方法や指

導計画等の改善を図ります。

道徳に関連した研

修の実施数
－

年間３ 回以上道

徳に関連した研修

の実施

数値維持継続型
年3回

【年3回以上】

区立小中学校における道徳授業

の研修をした。
A

特別の教科　道徳が導入されてから小

学校で６ 年、中学校で５ 年が経ち、

一定の成果が出たため、事業を中止す

る。

休止

②意見表明と参

加の促進

学校の日常の中

において、子どもの

主体的な活動を

推進していきま

す。

学校において子ど

もが文化や芸術、

スポーツなどを体

験できる機会を提

供します。

重点事業 121
子どもの主体的活動

への支援の推進
指導課

子どもが自らの意

見を発信し、主体

的な活動すること

を目指します。

学校における児童会・生徒会・委員

会・部活動等、子どもの主体的な活

動を支援し、子どもの意見等が学校

運営に反映されるよう支援します。

活動の周知、充

実

各学校で子どもの

主体的な活動に

取り組んでいる。

各学校における児

童会・生徒会・委

員会・部活動等に

おける子どもの意

見を反映した好事

例を周知し、充実

させる。

－

ISSの取組―区内小

中学校10校

人権尊重教育推進校

発表―　小学校１ 校

小中学校における生活

に関するきまりの見直し

ISS活動における安心安全な学

校づくりに向けた児童生徒の自主

的な取組を行った。

人権尊重教育推進校において、

相互理解の取組を行った。

全小中学校で生活のきまりを自

主的に見直しした。

A
今後も年１ 回以上、学校のきまり（ 校

則） について、児童・生徒・保護者の

意見を基に見直す取組を推進する。

人権尊重教育推進校

発表―　小学校１ 校

小中学校における生活

に関するきまりの見直し

人権尊重教育推進校において、

相互理解の取組を行いました。

全小中学校で生活のきまりを自

主的に見直しました。

A
今後も年１ 回以上、学校のきまり（ 校

則） について、児童・生徒・保護者の

意見を基に見直す取組を推進します。

計画事業 122

小中高等学校への

アーティスト派遣プロ

グラム

文化デザイン課

子どもたちに質の

高いアート体験を

提供します。

区内の小、中、高等学校に様々な

ジャンルの芸術家を派遣し、作品制

作、演奏会、ワークショップ等をNPO

等との協働により実施し、子どもたち

の豊かな感性を育みます。

プログラム提供日

数
－ 2日間 数値維持継続型 未実施

令和2年度からコロナを機に中止

となった当該事業については、再

開に向けての検討をしてきました

が、事業内容の見直しを図るた

め、現状、事業を実施していませ

ん。

D 事業の実施予定はありません。 終了 事業の実施予定はありません。

計画事業 123 伝統・文化の継承 指導課

「豊島ふるさと学

習プログラム」を活

用し、日本の伝

統・文化理解を

推進します。

「豊島ふるさと学習プログラム」を活用

し、日本の伝統・文化理解を推進す

るために、区内外にある教育資源

（ 藍染め、落語、邦楽、和太鼓、江

戸凧づくり、菊づくり等） を積極的に

学習活動に取り入れ、伝統・文化の

継承を図ります。

・区の文化施策に

ついての研修の実

施数

・区の地域教材へ

の理解を深める研

修の実施数

－

年1回以上伝統

文化に関する研

修の実施

数値維持継続型
年1回

【年1回以上】

区の文化施策について担当課よ

り教員研修を実施した。

区としてのSDGsの取組について

担当課より教員に説明を行った。

A 今後も推進する。
年1回

【年1回以上】

SDGs達成に向けた教育活動に

ついて外部講師より教員に研修

をしました。

A

区内外の教育資源を活用する重要性

について、職員間で一定の理解が進み

ました。今後は、各校が独自で協力し

ていただいている企業や地域をリストアッ

プし、次年度以降の教育活動に生かし

ます。

計画事業 124
次世代文化の担い

手育成事業
指導課

幼児・児童・生徒

の創造力、表現

力、コミュニケー

ション能力を高め

る取組を推進しま

す。

幼児・児童・生徒の創造力、表現

力、コミュニケーション能力を高めるた

め、プロの芸術家や専門家を学校に

招き、本物の芸術・文化に触れる機

会の充実を図ります。

事業の実施数 －
幼稚園3園

小学校4校
数値維持継続型

幼稚園2園、小学校4

校で実施

【幼稚園3園、小学校

4校程度】

地域の文化人が講師となり、身

体表現や楽器、体験、造形遊び

を実施した。

B 今後も推進する。

幼稚園2園、

小学校4校で実施

【幼稚園3園、小学校

4校程度】

地域の文化人が講師となり、身

体表現や楽器、体験、造形遊び

を実施しました。

B 今後も推進します。

計画事業 125
オリンピック・パラリン

ピック教育の推進
指導課

東京2020オリン

ピック・パラリンピッ

ク競技大会以降

も、長 く続けられる

「学校レガシー

2020」を設定し

た教育活動を行

います。

各教科等の学習内容と関連付けて

オリンピック・パラリンピック学習を全校

で実施します。豊かな国際感覚、ボ

ランティアマインドの醸成、障害者理

解、体力向上を推進します。東京

2020オリンピック・パラリンピック競技

大会以降も、長 く続けられる「学校レ

ガシー2020」を設定した教育活動を

行います。

オリパラ学習の実

施校数

（ 指定小中学校

において、先進的

なオリパラ推進事

業に取り組む。）

－ 7校 数値維持継続型

３ ０ 校

【30校】

全校の教育課程に学校レガシー

を位置付けて実施している。

また、研究開発指定校としてコ

ミュニケーションをテーマに研究開

発を進め、成果を発表した。

A
学校レガシーの取組を今後も推進す

る。

３ ０ 校

【30校】
全校の教育課程に学校レガシー

を位置付けて実施しました。
A

オリンピック・パラリンピック東京大会が終

了して４ 年が経ち、一定の成果が出た

ため、事業を終了します。

（ ２ ） 子どもの主体性を尊重した学校環境の整備

①子どもの権利に

関する学びの支

援

学校において、子

どもが権利を学ぶ

機会を確保しま

す。

③学校における体

験機会の提供

リーフレットや子ど

もの権利を学ぶプ

ログラムを活用し、

学校での学びを支

援します。

学校における、子

どもの体験機会を

確保します。

学校において子ど

もが文化や芸術、

スポーツなどを体

験できる機会を提

供します。
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計画事業 106 子ども研修【再掲】 子ども若者課

子ども施設職員の

学びの場を確保

し、支援者の質の

向上を図ります。

子ども福祉に携わる職員を対象に、

質の高い福祉サービスを展開するた

めに、保育や学童指導等の専門的

な知識や技術を身につけ、実践力を

高めるための幅広い研修を実施しま

す。

延べ受講者数 1,678人 1,800人 数値維持継続型
1 ,395人

【1 ,800人】

子どもの権利擁護委員が講師の

研修や児童虐待防止、遊びの中

から権利を学ぶ研修など実施しま

した。

B

子ども施設職員に対して、子どもの権

利への理解を深めるため、昨年同様に

子どもの権利擁護委員による子どもの

権利に関する研修等を実施します。

1,436人

【1,800人】

(80％)

35講座を通して子どもの権利に

基づいた研修を実施しました。子

どもの権利擁護委員が講師の研

修や児童虐待防止、遊びの中か

ら権利を学ぶ研修など実施しまし

た。

B

子ども施設職員に対して、子どもの権

利への理解を深めるため、昨年同様に

子どもの権利擁護委員による子どもの

権利に関する研修等を実施します。

計画事業 110

保育の質向上のため

の研修委託事業

【再掲】

保育課

民間保育施設の

保育士等を対象

とした研修を実施

し、保育の質向上

を図ります。

民間保育施設の保育士等を対象と

したコミュニケーションの向上及び職

種・職層に応じた専門的な研修を実

施し、保育の質向上を図ります。

民間保育施設の

保育士等を対象

とした研修

①実施数

②受講人数

－
①10回

②300人
－

①7回

【6回】

②921人

【300人】

民間保育施設の保育士等を対

象とし、保育の質向上のための研

修を実施した。

A
引き続き研修の実施により、保育の質

の向上を図る。

①6回

【10回】

（ 60% ）

②850人

【300人】

（ 283% ）

民間保育施設の保育士等を対

象とした保育の質向上を目的とし

た研修を実施した。

A

民間保育施設の保育士等を対象とし

たコミュニケーションの向上及び職種・職

層に応じた専門的な研修を実施し、保

育の質向上を図る。

重点事業 126
教員の働き方改革

推進事業
指導課

学校の教員が働

きやすい環境を整

備し、教員の負担

軽減を図ります。

「豊島区学校における働き方改革推

進プラン」に基づく以下の取組を推進し

ます。

①【区立学校法律相談事業】

学校で起こるいじめや保護者とのトラブ

ル等について法的アドバイスを受けるこ

とや、管理職とともに保護者等と対面

相談をするために弁護士を学校に派

遣します。

②【スクール・サポート・スタッフ配置事

業】

スクール・サポート・スタッフとして臨時職

員を雇用し、教員の補助業務を行い

ます。また、区独自で交通費を支給

し、適切な人員確保に努めます。

③【部活動における指導員・外部指導

員の活用促進】

地域の大学やスポーツ団体等と連携

し、部活動における指導員制度の導

入・外部指導員のさらなる活用促進を

図っていきます。

①区立学校法律

相談事業

②スクール・サポー

ト・スタッフ配置事

業

③部活動における

指導員・外部指

導員の活用促進

①事業の導入を

検討

②区立小中学校

16校に配置

③部活動指導員

の導入を検討

①豊島区教育委

員会専属のスクー

ルロイヤーを配

置、校園長 を対

象にした研修を年

1回以上実施

②全区立小中学

校30校に配置

③全区立中学校

８ 校に配置

①数値維持継続

型

②数値維持継続

型

③数値上昇型

①研修2回、相談41

日

【スクールロイヤー配

置、年1回以上研修

実施】

（ 200％）

②30校

【30校】（ 100％）

③2校に配置

【4校に配置】

（ 50％）

①学校問題に明るい弁護士を活

用し、トラブルへのアドバイス、面

談同席、教員研修を実施した。

②全小・中学校にｽｸ ﾙー･ｻﾎ゚ ﾄー･

ｽﾀｯﾌを配置した。

③部活動指導員を採用し、区内

中学校２ 校に配置した。

B
①②③今後も活用、推進する。

①研修0回、相談53

日

【スクールロイヤー配

置、年1回以上研修

実施】

（ 50％）

②30校

【30校】（ 100％）

③3校に配置

【4校に配置】

（ 75％）

①学校問題に明るい弁護士を活

用し、トラブルへのアドバイス、面

談への同席を行いました。

②全小・中学校にｽｸ ﾙー･ｻﾎ゚ ﾄー･

ｽﾀｯﾌを配置しました。

③部活動指導員を採用し、区内

中学校3校に配置しました。

B
①②③今後も活用、推進します。

計画事業 127

外国籍児童・生徒

等に対する通訳サー

ビス・通訳派遣の充

実

学務課

外国にルーツを持

つ園児・児童・生

徒と保護者を支

援します。

外国籍の児童・生徒及びその保護

者とのコミュニケーションを確保するた

め、タブレットを用いたテレビ電話での

通訳サービスや、教育センターから各

学校への通訳派遣の充実を図ってい

きます。

通訳サービスの周

知
－ － － －

コミュニケーションを確保するためタ

ブレット端末を小学校２ 校、中

学校１ 校、幼稚園１ 園に継続し

て配置した。

A
利用実態を踏まえ、より効率的、効果

的なコミュニケーション手段確保のため

の対応を引き続き検討していく。

－

コミュニケーションを確保するためタ

ブレット端末を小学校２ 校、中学

校１ 校、幼稚園１ 園に継続して

配置しています。

A
利用実態を踏まえ、より効率的、効果

的なコミュニケーション手段確保のため

の対応を引き続き検討していきます。

②子ども・若者支

援に関わる人のた

めの環境整備

子ども・若者に関

わるおとなを支援

する仕組みを整備

します。

子ども・若者支援

に関わる人が安心

して働き、活動す

るための環境を整

備します。

①子ども・若者支

援に関わる人への

支援

子どもに関わる施

設職員や地域団

体に対して子ども

の権利や支援に

必要な知識を学

ぶ機会を提供しま

す。

子ども若者課

引き続き、子どもに関わる施設職員へ

の研修とともに、子どもに関わるおとなが

子どもの権利について理解を深めるため

の機会を引き続き創出することで、地

域が一体となって子どもの権利を保障

する気運を高めていきます。

指導課

全小・中学校の教育課程に「豊島区

子どもの権利条例」に基づいた教育の

推進を位置付けます。教員研修は継

続して実施します。

子ども若者課

引き続き、子どもに関わる施設職員へ

の研修とともに、区職員全体への研修

を拡大していく。

指導課

全小・中学校の教育課程に「豊島区

子どもの権利条例」についての学習を位

置付ける。教員研修は継続して実施す

る。

B

子ども若者課

①5回

【5回】(100% )

②2回

【10回】(20% )

③3回

【2回】(150％)

指導課

①5回

【5回】(100％)

子ども若者課

①-ⅰ子どもにかかわる施設職員

対象に子どもの権利をテーマにし

た豊島区子ども研修を3回実施し

ています。「子どもの権利について

Ⅰ・Ⅱ」「あそびの中に権利あり」

(人材育成G)　①-ⅱ区職員を

対象として、子どもの権利について

学ぶ特別研修、ならびにeラーニン

グを実施しました。（ 権利擁護

G）

②ファミリーサポートセンター援助

会員養成講座、区内で活動する

団体や個人に対して講座を行うと

しま出前講座において子どもの権

利に関する講座を実施しました。

（ 権利擁護G）

③-ⅰ子ども研修のうち「子どもの

権利についてⅠ」を区民参加の公

開講座として実施しています。(人

材育成G)　③-ⅱ地域で子どもに

関わる機会の多い団体などに対し

て、子どもの権利を保障するため

に大人が果たす役割について理

解を深めるための講座を2回実施

しました。（ 権利擁護G）

指導課

人権教育研修はもちろん、年次

研修や生活指導主任研修におい

ても「子どもの権利」を話題にし、

教員の人権意識を高めました。

B

子どもに関わる施

設や地域でおとな

が子どもの権利を

学ぶ機会を提供

します。

子ども若者課

指導課

子ども若者課

①、③保育士、子どもに関わる施

設職員に対する子ども研修で「子

どもの権利」をテーマとして研修を

実施。子ども研修のうち１ 回は区

民参加の公開講座として実施し

た。この他全職員を対象としたe-

ラーニングも実施し、65.9％の職

員が受講した。

②ファミリーサポートセンター援助

会員、教育センター職員を対象と

した出張講座を実施した。

指導課

人権教育研修にだけでなく、年

次研修においても「豊島区子ども

の権利条例」を取り上げ、教員の

人権意識を高めた。

子ども若者課

①5回

【5回】( 100％)

②3回

【5回】( 30％)

③1回

【2回】( 50％)

指導課

①5回

【5回】( 100％)

①数値維持継続

型

②数値上昇型

③数値維持継続

型

①5回

②10回

③2回

①2回

②3回

③1回

①職員研修実施

回数

②出前講座実施

回数

③講演会実施回

数

子ども・若者に関

わるおとなが学ぶ

機会を確保しま

す。

「子どもの権利」に関

する研修・講座の実

施【再掲】

（ ３ ） 子ども・若者支援に関わる人への支援

3重点事業

学校教諭や保育士等、子ども施設

の職員に対して、子どもの権利に関す

る研修や、地域のおとなに対する出

前講座や講演会を実施します。
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【評価区分】　A…目標に大きく資する取組ができた　B…目標に資する取組ができた　C…目標に資する取組が不十分であった　D…未実施

令和５ 年度実績

【】内は令和5 年度目

標値

達成率（ % ）

（ ｑ )

事業目標に資する令和５ 年度

の取組内容（ ｒ ）

主管課

評価

（ ｓ ）

令和６ 年度以降の取組の方向性

（ ｔ ）

令和6 年度実績

【】内は令和6 年度目

標値

達成率（ % ）

（ u )

事業目標に資する令和6 年度の

取組内容（ v）

主管課

評価

（ w ）

令和7 年度以降の取組の方向性

（ ｘ ）

目標（ E）

具体的な取組 事業の概要

取組 目標 内容
事業

分類

事業

№
事業名（ A）

目標値の性質

（ Z）
担当課（ B） 事業目標（ C） 事業内容（ D）

計画策定時の現

状値（ 平成30

年度） （ F）

※重点事業のみ

目標値（ 令和6

年度） 【】内は当

初の目標値

（ G）

令和5 年度 令和6 年度

目標管理

②子ども・若者支

援に関わる人のた

めの環境整備

子ども・若者に関

わるおとなを支援

する仕組みを整備

します。

子ども・若者支援

に関わる人が安心

して働き、活動す

るための環境を整

備します。

計画事業 37

スクールソーシャル

ワーカー活用事業

【再掲】

教育センター

学校と連携し、児

童虐待やいじめを

受けている児童・

生徒を早期に発

見し、関係機関と

連携し支援を行

います。

学校のみでは解決が困難な問題を

抱える児童・生徒に対しスクールソー

シャルワーカーを派遣し、家庭や地域

社会、学校との協働体制の整備や

関係機関と連携を図るなど、環境改

善を行います。また、アウトリーチ（ 訪

問型の支援） を用い、児童・生徒の

状況に応じた支援を行います。さら

に、地域や学校の特性を把握し、不

登校等の未然防止に寄与します。

関与した学校数 － 30校 数値維持継続型

30校

【30校】

・SSW8名体制を取り、学校配

置型事業を充実させ、間1,050

回（ 30校×3時間×35回） 巡

回し、早期発見、未然予防につ

なげた。

・ワーカーの資質向上の為に、

スーパーバイザーによるスーパーバ

イズを年間358時間実施した。

・SSW活用について、各学校へ

の周知を進めた。

A

・令和６ 年４ 月より中学校３ 校に区

独自で不登校対策支援員を配置し、

学校内の別室での指導を開始。

・中学校区（ 中学校及び隣接する小

学校） に配置することで、小学校段階

から不登校傾向の児童を把握し、継

続的な支援を行う。職員室にスクール

ソーシャルワーカーがいることで、教職員

との情報共有がスムーズになり、学校だ

けでは対応しきれないケースに応じて、

医療や福祉などの専門機関へとつなげ

る。

30校

【30校】

（ 100％）

・SSW10名を中学校区（ 中学

校及び隣接する小学校） 毎に配

置し、年間1,237回（ 30校×毎

週3時間） 各校を巡回、課題や

問題のある児童・生徒を早期発

見し、学校、福祉・医療関係機

関と連携し、ケースに応じた支援

を行い環境の改善を図った。

・SSW資質向上の為に、スー

パーバイザーによるスーパーバイズ

を年間368時間実施した。

・SSWと、令和６ 年４ 月より中

学校３ 校に区独自に配置された

不登校対策支援員による連携

支援を開始した。

A

・SSW10名を中学校区（ 中学校及

び隣接する小学校） 毎に配置し、各

校を巡回、課題や問題のある児童・生

徒に対し早期発見・早期対応を行う。

・令和7年４ 月より新設された不登校

対策支援グループ及び不登校対策

SV、不登校巡回教員、さらに全8中学

校に拡大配置された不登校対策支援

員とSSWが相互連携し、支援体制を

一層強化する。

・先行する中学校の不登校対策をモデ

ルに、小学校への学校巡回数を増やす

等、児童に対する支援強化を図る。

計画事業 128

中高生センタージャ

ンプにおける子ども・

若者の生活力向上

のための取組

子ども若者課

中高生が社会の

なかで生きていく

力を身に着ける機

会を提供します。

また困難に直面し

ている中高生に対

し、解決する一助

となるよう支援しま

す。

中高生センタージャンプにおいて、料

理や掃除などの日常生活に関する講

座や、各種若者支援団体による定

期的な啓発・相談事業（ 都エイズ

啓発事業ふぉー・てぃー/Ｎ Ｐ Ｏ ピッコ

ラーレ） により、トラブルを回避し健康

的な生活を送る能力を身につける機

会を提供します。

※令和2年度より事業内容を一部

変更

参加者数 － 120人 数値上昇型

136人

【130人】

各種団体の巡回事業により悩み

を持つ中高生への対応や、性に

対する正しい知識・自分の身を

守る知識を得る機会を提供しま

した。

A

引き続き、専門知識と対応経験豊富

な各団体と連携し、トラブルを抱える前

に身を守る知識を得る機会、また相談

窓口を知る機会となるよう事業実施し

ます。

148人

【120人】

(123% )

各種団体の巡回事業により悩み

を持つ中高生への対応や、性に

対する正しい知識・自分の身を守

る知識を得る機会を提供しまし

た。

A

引き続き、専門知識と対応経験豊富

な各団体と連携し、トラブルを抱える前

に身を守る知識を得る機会、また相談

窓口を知る機会となるよう事業実施し

ます。

事業だけではなく、相談機関のパンフな

どを手に取りやすい工夫をしていきます。

計画事業 129 鬼 子母神plus 地域保健課

若年者の健康とそ

の基礎となる生活

衛生（ 食品、環

境） 及び妊娠・

出産・子育てに関

する情報を発信し

ます。

池袋保健所1階に、女性や若年者

の結婚・妊娠・出産・子育てといった

ライフプラン形成のための情報発信ス

ペース「鬼 子母神plus」を設け、月

別に設定したテーマを中心に健康情

報展示を行っています。また活動ス

ペースとして登録団体に貸し出してい

ます。

展示替えの回数 － 年間12回 数値維持継続型
12回

【12回】
計画とおり事業を実施した。 B

引き続き、結婚や妊娠・出産・子育て

のライフプランニングを自らの力で行うこと

を目指して、幅広い健康情報を発信し

ていく。

12回

【12回】
計画とおり事業を実施しました。 B

引き続き、結婚や妊娠・出産・子育て

のライフプランニングを自らの力で行うこと

を目指して、幅広い健康情報を発信し

ていきます。

計画事業 130
若年者向け（ 40歳

未満） 健診事業
健康推進課

健康課題に合わ

せた疾病予防や

健康づくりを支援

します。

法的な健康診査の位置付けがない

若年層の方を対象に、健康課題に

合わせた疾病予防や健康づくりのた

め、生活習慣病予防健診（ 男

性） 、女性の骨太健診を実施してい

ます。

実施回数 － 24回 数値維持継続型
24回

【24回】

生活習慣病予防健診及び女性

の骨太健診をそれぞれ年間12回

実施しました。

A 継続して実施します。
24回

【24回】

生活習慣病予防健診及び女性

の骨太健診をそれぞれ年間12回

実施しました。若年層の方へ健

康診査の機会を通じて、生活習

慣の見直しや疾病予防について

啓発しました。

A

法的な健康診査の位置づけがない若

年層の方を対象に、健康課題に合わ

せた疾病予防や健康づくりのため、本

事業を継続して実施します。

計画事業 131 AIDS知ろう館
保健予防課

エイズの正確な知

識を提供し、予防

行動を啓発しま

す。

エイズについて、「正しく知り」「考え」そ

して「行動」できるよう学習するための

スペースです。館内には東京都エイズ

啓発拠点（ ふぉー・てぃー） が開設さ

れ、同年代のスタッフによる若者への

正しい知識、予防行動についての情

報提供が行われています。

来館者数 － 270人
数値維持継続

型
208人

HIV・エイズの啓発の場として情

報発信を行った。
B

若者を中心にエイズ・性感染症に関す

る予防啓発情報を積極的に発信・提

供し、予防への関心を向上させる。

455人

（ ふぉー・てぃーの来館

者数）

HIV・エイズの啓発の場として情

報発信を行いました。
A

令和8年度からは新保健所への移転に

伴い現在の形でのスペースはなくなりま

すが、引き続き若者を中心にエイズ・性

感染症に関する予防啓発情報を発

信・提供し、予防への関心の向上を目

指します。

計画事業 132 エイズ予防教育 健康推進課

エイズや性感染症

の予防に関する正

しい知識の普及を

図ります。

HIV感染者・エイズ患者が急増する

中、思春期の保健対策の強化が重

要な課題になっています。区内公立

中学校と連携し、エイズや性感染症

に関する健康教室を実施していま

す。

実施回数 － ７ 回 数値維持継続型
３ 回

【７ 回】

区内公立中学校にて、エイズや

性感染症の予防、性の多様性に

ついて学習する機会として健康教

室を実施しました。また、健康につ

いての相談先について周知しまし

た。

C
中学校の受け入れ状況が回復し、依

頼数が増えた際には目標回数の予防

教育を実施します。

3回

【7回】

区内公立中学校にて、エイズや

性感染症の予防、性の多様性に

ついて学習する機会として健康教

室を実施しました。また、健康につ

いての相談先について周知しまし

た。

C
中学校の受け入れ状況が回復し、依

頼数が増えた際には目標回数の予防

教育を実施します。

計画事業 133 子宮頸がん検診 地域保健課

子宮頸がん検診

の受診率向上さ

せます。

子宮頸がんの早期発見・早期治療

のため、年度末時点で20歳以上偶

数年齢の女性を対象に、子宮頸が

ん検診を実施します。本検診は、２

年に１ 回の定期的な受診を推奨し

ています。

子宮頸がん検診

の受診率
－ 31.00% 数値上昇型

27 .8％

【30.0％】

がん検診受診チケットを20歳以

上80歳未満の対象者全員へ送

付し、受診再勧奨についても再

開しました。これにより、受診者

9,693人と前年度比17.5％も

の大幅な増加が見られ、再勧奨

の効果があったと考えられます。

A
引き続き、がん検診受診チケットを対象

者全員へ送付します。受診再勧奨を

再開させます。

27.4％

【31 .0％】

がん検診受診チケットを20歳以

上80歳未満の対象者全員へ送

付しました。受診再勧奨について

は、予算上の制約から費用対効

果の高い大腸がん検診を対象と

したため、受診者が8,301人と前

年度比14.4％もの大きな減少が

見られました。

A

引き続き、がん検診受診チケットを対象

者全員へ送付します。受診再勧奨につ

いては、予算の範囲内で再開できるよ

う検討を行います。

計画事業 134
自殺・うつ病の予防

対策 保健予防課

差別偏見をなく

し、誰もが生きや

すい地域を目指し

ます。

若者向けのメッセージカード、相談窓

口一覧の作成による普及啓発や、

ゲートキーパーの養成とネットワーク化

による地域連携体制の構築を行いま

す。若者の自殺対策として大学院生

と協働したハートプロジェクトの実施、

自殺・うつ病の予防対策委員会によ

るデータの分析や活動の評価、改善

策を検討します。

①意識的にストレ

スを解消している

人の割合数

②ゲートキーパー

養成数（ 累積）

－
①70.0％

②3,950人

①数値維持継続

型

②数値上昇型

①79.6%

※3年に1回の調査で

あり、5年度は未実施

のため最新の数値を掲

載しています。

【70％】

②3,592人

【3 ,430人】

①普及啓発: コロナ禍に対応し

たこころのケア支援、鉄道会社と

のキャンペーン実施、小中学生に

相談メモを配布をしました。②相

談: 大学院生が中高生ジャンプ

にて支援しました。③自殺・うつ病

の予防対策委員会にて活動の評

価、改善策の検討を行いました。

④区民向けゲートキーパー養成

講座を3回実施しました。

A

地域の相談窓口の周知と相談体制の

強化を図ります。家庭や学校等の関連

機関との連携強化及びネットワークづく

りを推進します。

①68.6％

（ 「健康に関する意識

調査令和4年度版」よ

り）

【70％】

②3,978人

【3,950人】

①普及啓発: あらゆる年代に対

応したこころのケア支援、鉄道会

社とのキャンペーン実施をしまし

た。②相談: 大学院生が中高生

ジャンプにて支援しました。③自

殺・うつ病の予防対策委員会に

て活動の評価、改善策の検討を

行いました。④区民向けゲート

キーパー養成講座を2回実施しま

した。

B

地域の相談窓口の周知と相談体制の

強化を図ります。家庭や学校等の関連

機関との連携強化及びネットワークづく

りを推進します。

若者の生活力向

上や健康確保を

図ります。

（ １ ） 若者の自立支援

①日常生活への

支援

目標４ 「若者の自立と社会参加を支援する」

若者が心身ともに

健康的な生活を

送るために必要な

情報提供や、健

診機会を提供しま

す。
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【評価区分】　A…目標に大きく資する取組ができた　B…目標に資する取組ができた　C…目標に資する取組が不十分であった　D…未実施

令和５ 年度実績

【】内は令和5 年度目

標値

達成率（ % ）

（ ｑ )

事業目標に資する令和５ 年度

の取組内容（ ｒ ）

主管課

評価

（ ｓ ）

令和６ 年度以降の取組の方向性

（ ｔ ）

令和6 年度実績

【】内は令和6 年度目

標値

達成率（ % ）

（ u )

事業目標に資する令和6 年度の

取組内容（ v）

主管課

評価

（ w ）

令和7 年度以降の取組の方向性

（ ｘ ）

目標（ E）

具体的な取組 事業の概要

取組 目標 内容
事業

分類

事業

№
事業名（ A）

目標値の性質

（ Z）
担当課（ B） 事業目標（ C） 事業内容（ D）

計画策定時の現

状値（ 平成30

年度） （ F）

※重点事業のみ

目標値（ 令和6

年度） 【】内は当

初の目標値

（ G）

令和5 年度 令和6 年度

目標管理

計画事業 135
青少年自殺予防対

策事業
子ども若者課

「命をまもる」予防

の観点から、中高

生に直接届く事

業を実施します。

子ども・若者の身近な居場所である

中高生センタージャンプにて、大学院

等と連携して、子ども・若者を対象と

した相談支援事業を行います。またコ

ラージュ・サンドピクチャーなどの手法を

用いて、中高生が自分と向き合う時

間を確保して「自己肯定感」を再獲

得し自殺予防に取り組みます。

※令和2年度より事業内容一部変

更

参加者数 － 200人 数値上昇型

172人

【170人】

〈ジャンプ東池袋〉

心理を学ぶ大学院生による相談

会を開催しました。

〈ジャンプ長 崎〉

ビジュアルワークによる表現活動を

通じて自己肯定感を高める機会

をつくりました

B

継続し実施します。相談会・ビジュアル

ワークについては、参加しやすいようグ

ループでの参加など工夫します。

143人

【200人】

(71% )

〈ジャンプ東池袋〉

心理を学ぶ大学院生による相談

会を開催しました。

〈ジャンプ長 崎〉

ビジュアルワークによる表現活動を

通じて自己肯定感を高める機会

をつくりました

C

継続し実施します。相談会・ビジュアル

ワークについて、日ごろの運営のなかで

の利用者への周知をしていきます。自

己肯定感を高めるために効果的な事

業の検討も進めていきます。

計画事業 136
子ども・若者への消

費者教育推進事業
産業振興課

消費生活に関す

る知識を修得し、

適切な行動に結

び付けられるよう

消費者教育を実

施します。

消費生活に関する知識を修得し、適

切な行動に結び付けられるよう消費

者教育を実施します。

小中学生向け啓

発パンフレットの送

付数

①小学生用

②中学生用

－
①1,400部

②880部

①数値維持継続

型

②数値維持継続

型

①1,422部

【1 ,400部】

②915部

【880部】

区立小学校6年生、区立中学

校3年生へ消費者教育に関する

パンフレットを配布しました。

子どもスキップで７ 件の出前講座

等を実施しました。また区内大学

の新入生ガイダンスでの講座や専

門学校での講座を実施しました。

A

区内小中学校等に対し、啓発パンフ

レットの配布や出張講座を通じた教

育・啓発活動を実施するとともに、区内

大学などへの教育・啓発活動も進めて

いきます。

①1,455部

【1,400部】

②892部

【880部】

区立小学校6年生、区立中学

校3年生へ消費者教育に関する

パンフレットを配布しました。

子どもスキップで12件の出前講座

等を実施しました。また区内大学

の新入生ガイダンスでの講座や専

門学校での講座を実施しました。

A

区内小中学校等に対し、啓発パンフ

レットの配布や出張講座を通じた教

育・啓発活動を実施するとともに,消費

生活相談員による「出張講座」を実施

し教育・啓発活動を進めていきます。

計画事業 137

DV・デートDV防止

のための周知啓発事

業

男女平等推進

センター

若年層に対して

デートDV防止に

関する周知啓発

を行うことで、若者

の自己形成を支

援し、将来の配偶

者間のDV発生

防止を図ります。

DVやデートDV防止に関するリーフ

レットや相談カードの配布を行いま

す。また、区立中学生等を対象とした

「デートDV予防教室」の実施など、

若年層に対してデートDV防止に関

する周知啓発事業を行うことで、将

来の配偶者間のDV発生防止を図り

ます。

デートDV予防教

室の実施回数
－ 10回 数値上昇型

12回

【８ 回（ 区立中学校

数） 】

（ 150％）

・自己尊重や相談する力をつけて

もらえるよう区立中学校全校に対

し「デートDV予防教室」を実施し

ました。

・区内大学や障害者就労支援

施設からの要望によりデートDV

予防出前講座を開催しました。

A

自己尊重や相談する力をつけてもらえ

るよう区立中学校に対し「デートDV予

防教室」の実施拡大を図る他、希望

施設・学校等へのデートDV予防出前

講座を実施します。

17回

【10回】

（ 170％）

区立中学校8校に加え、区内私

立男子中・高でも実施。

区立中では新たに特別支援級で

実施したほか、私立男子校では

男子向けに深く学べるよう工夫す

るなど、それぞれに合わせた内容で

若年層へ広く周知啓発を促進し

ました。

A

若年層において顕在化してきている

デートDVを、将来、配偶者間のDVに

つながらないよう、区立中学校に対し

「デートDV予防教室」の実施拡大を図

るほか、区内の中・高・大等へ、広く

デートDV予防の必要性を周知していき

ます。

重点事業 138

就労準備・社会参

加支援事業（ 困難

を抱える若者に対す

る進路選択支援プロ

グラム）

福祉総務課

若者の自分の将

来を能動的に考

えることができる環

境作りを図るととも

に、進路を“就職”

とした者に対し、

正規職の決定を

促進します。

定時制・通信制高校在籍者、高校

中退者、若年無業者に対する将来

の進路に対する助言、就労支援、就

職活動技術支援、居場所づくり等を

行います。

参加者数 73人 100人 数値上昇型

103人

【70人】

( 103％)

1年生、2年生に向けた予備的な

キャリア教育面での支援を中心に

実施した。

A
引き続き支援を必要とする層に向け適

切な支援が行えるよう事業を展開す

る。

5人

【100人】

（ 5％）

高校1年生、2年生に向けた予

備的なキャリア教育面での支援を

中心に実施しましたが、学校から

の講演依頼が少なく、例年より低

い実績となりました。

C
引き続き支援を必要とする層に向け、

適切な支援が行えるよう事業を展開し

ます。

計画事業 139 若者自立支援事業 子ども若者課

ひきこもり等の若

者の自立を支援

するため、就労体

験の機会を提供

します。

ひきこもり等の若者に就労体験の機

会を提供するため、中高生センター

ジャンプの清掃業務の一部を、若者

の自立支援を行う団体に委託しま

す。

清掃業務委託の

修了人数
－ 2人 数値維持継続型

令和２ 年度末で事業終了のた

め、実施なし。
D

令和2年度末で事業終了。今後も事

業再開予定なし。
終了

計画事業 140

子ども・若者支援事

業

　　　　　　↓

令和6年度より「次

世代育成支援事

業」に変更

生活福祉課

西部生活福祉

課

貧困の連鎖を防

止し、生活保護を

受給している子ど

もや若者が夢や

希望をもって自ら

の人生を選択し、

自立した生活を

送れるようにしま

す。

子どもや若者のいる生活保護受給

世帯に対して、専門の支援員が訪問

や面接等を重ねる中で問題点を把

握し、ケースワーカーと連携して生活

課題の解消や学力向上を目指した

無料学習会へのつなぎなどの支援を

行い、将来自立した生活を送ってい

けるように支援します。

高校在籍率 － 100% 数値維持継続型
100％

【100％】

訪問・面接相談等を通して各世

帯の抱える課題を把握し、必要

な情報提供や個々に応じて関係

機関に繋げるなどの支援を行っ

た。

A

専門の支援員が支援対象世帯の抱え

る問題点を把握し、ケースワーカーや関

係機関と連携しながら必要な支援、情

報提供等を行う。

100％

【100％】

引き続き、訪問・面接相談等を

通して各世帯の抱える課題を把

握し、必要な情報提供や個々に

応じて関係機関に繋げるなどの支

援を行った。

A

専門の支援員が支援対象世帯の抱え

る問題点を把握し、ケースワーカーや関

係機関と連携しながら必要な支援、情

報提供等を行います。

計画事業 141 就業支援事業 産業振興課

若年求職者と採

用意欲のある企

業とのマッチングの

場を提供します。

求職者の職業相談を行うハローワー

ク池袋（ 池袋職業安定所） や東京

しごと財団（ 東京都） 、近隣区と連

携して、就職フェアや就労支援セミ

ナーなどを開催し、若年求職者の就

職をサポートします。

参加者数 － 60名 数値維持継続型

①就職面接会2回開

催

1回目: 参加3社、求

職者28名、就職者5

名

2回目: 参加3社、求

職者16名、就職者7

名

【2回開催】

②東京都労働相談情

報センターによる街頭

労働相談（ 区後援）

１ 回開催

【1回開催】

・6月15日、10月12日にイケビ

ズでハローワーク池袋、豊島区共

催の就職面接会を開催しまし

た。

・5月17日池袋西口地下通路に

おいて区後援の東京都街頭労

働相談を開催しました。

B

ハローワーク池袋就職面接会、東京し

ごと財団・しごとセンターからの就職支援

情報の発信、東京都労働相談の後援

を通じて就労を支援していきます。

①就職面接会2回開

催

1回目: 参加3社、求

職者27名、就職者3

名

2回目: 参加3社、求

職者22名、就職者3

名

【2回開催】

②東京都労働相談情

報センターによる街頭

労働相談（ 区後援）

１ 回開催

【1回開催】

・6月5日、10月17日にイケビズ

でハローワーク池袋、豊島区共催

の就職面接会を開催しました。

・5月28日池袋西口地下通路に

おいて区後援の東京都街頭労働

相談を開催しました。

B

ハローワーク池袋就職面接会、東京し

ごと財団・しごとセンターからの就職支援

情報の発信、東京都労働相談の後援

を通じて就労を支援していきます。

計画事業 142
インターンシップの受

入
人事課

公務職場を目指

す学生の就労体

験を支援します。

就業体験を通じ、学生の公務に対す

る理解を深めるとともに自治体行政

への関心を高め、今後の就職活動

等に活かします。

事業の継続 － － － 32名

受入れ数及び受入れ課の拡充を

目標とし、各大学１ 名程度の募

集とすることで様々な地域の大学

と連携を深め、受入大学数も拡

大した。受入れ数は7名、受入れ

課数は３ 課増加した。

B

事業を継続し、今後は研修生の意欲

をより高めるため、志望動機等を記入

し事前に提出するエントリーシートの設

置等に取り組んでいく。

29名

学生の質、学生と研修先のマッチ

ングに課題があったことから、質を

高めることを目標とし、エントリー

シートの事前提出や申込時、HP

に受入課紹介を掲載する等行っ

た。

B

引き続き事業を継続する。各大学と協

定を結ばないインターンシップが求められ

ているため、運用変更を検討する。ま

た、受入課の減少が課題であるため

（ 特に事務系） 対応策を検討してい

く。

若者の就労相談

事業や、職業訓

練、就業機会の

紹介等の事業を

行います。

①日常生活への

支援

若者の生活力向

上や健康確保を

図ります。

若者が心身ともに

健康的な生活を

送るために必要な

情報提供や、健

診機会を提供しま

す。

②経済的自立へ

の支援

若者の職業的自

立や就労を推進し

ます。
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